
備施設等利用料」に改め、同表備考第３項中「の使用料」の次に「又は利用料

金」を、「規定使用料」の次に「又は規定利用料」を加え、同表備考第４項中

「設備使用料」の次に「又は設備利用料」を加える。 

附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

港湾環境整備施設及びその設備に利用料金制を導入するため、この条例を制

定するものである。 

議案第９６号 

 

東扇島堀込部地盤改良その１工事請負契約の締結について 

 

 工事請負契約を次のとおり締結する。 

 

平成３０年 ６ 月 ４ 日提出           

川崎市長 福 田 紀 彦        

 

１ 工 事 名   東扇島堀込部地盤改良その１工事 

２ 工 事 場 所   川崎市川崎区東扇島地先 

３ 契 約 の 方 法   一般競争入札 

４ 契 約 金 額   １，７９２，８００，０００円 

５ 完 成 期 限   平成３１年９月３０日 

６ 契約の相手方   横浜市中区山下町２５番地１５ 

           東洋・あおみ・不動テトラ共同企業体 

            代表者 東洋建設株式会社 

                代表取締役社長 武澤 恭司 

            構成員 あおみ建設株式会社 

                代表取締役社長 河邊 知之 

            構成員 株式会社 不動テトラ 

                代表取締役社長 奥田 眞也 

議案第９６号



参考資料 

 

           工   事   概   要 

工 事 名 東扇島堀込部地盤改良その１工事 

１ 海上地盤改良工 

固化工 １式（深層混合処理杭打設 ８，８６６㎡） 

   杭長 ２４．２ｍ １，１０９本 

       ３．０ｍ １，１７１本 

２ 撤去工 

 石材撤去 １式 

 

 

 


